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　平成２４年度における社会保険協会の事業経過報告及び決算報告について、６月１４日に開催された
理事会及び評議員会において、次のとおり承認されました。

・制度の普及に関する事業

・社会保険関係団体の活動支援

・平成24年度一般会計収入・支出決算

・健康増進に関する事業

平成24年度社会保険協会事業・決算を承認

社会保険あきた／25年6･7月 3

会員事業所様へ

会 員 変 更 届

　事業所の所在地・名称等を変更されたときは、管轄の年金事務所に手続きされるとともに、当社会保険
協会にも下記様式により 郵送又はFAX（０１８－８３２－３６８１）でご連絡くださるようお願いいたし
ます。

　変更前の欄はすべてお書き下さい。

お問い合わせ先：（一財）秋田県社会保険協会：℡０１８－８３１－６２０５
　　　　　　　　　　　　　　　　  〒010-0001　秋田市中通６－７－９

事 業 所 名

事 業 所 所 在 地

電 話 番 号
事 業 所 記 号

変　　更　　前

〒 〒

変　　更　　後

ご担当者名

　当協会は公益法人制度改革に伴い、秋田県知事の認可を受けて、平成25年４月１日付けをもちまして、
「一般財団法人 秋田県社会保険協会」に移行いたしました。
　法人の名称は変わりますが、従来の事業を継続し、さらに充実して実施してまいりますので、引き続き
のご支援ご協力をお願い申し上げます。

所在地・名称等を変更されたときは社会保険協会にもご連絡ください

秋田県社会保険協会からのお知らせ

健康管理講座

新任担当者事務説明会

社会保険あきた／25年6･7月

「説明会」参加申込書

主　催　　一般財団法人 秋田県社会保険協会

■ 説明内容／

■ 講　　師／

■ 申込み・問い合わせ先

■ 開催日時・会場

開　催　日　時 会　　　　　　　場

2

社会保険新任担当者 事務説明会
　社会保険協会会員事業所を対象として、新たに社会保険に加入された事業所の事務担当者の方、また、新しく
社会保険事務を担当された方に、次のとおり「社会保険事務説明会」を開催します。
　このページをコピーし、参加申込書にご記入のうえ、郵送またはＦＡＸにより、秋田県社会保険協会あて、
７月19日（金）までお申し込み下さるようご案内いたします。
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なぜ提出が必要なのですか？

従業員全員が対象ですか？

　被保険者の実際の報酬と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、算定基礎届をご提出いただき、毎年１回
標準報酬月額を決定しています。
　具体的には、平成２５年４月から６月に支払った賃金を届出いただき、標準報酬月額を決定します。この標準報酬月額は、平成
25年９月分から２６年８月分までの保険料計算の基礎となります。

いつ提出したらよいでしょうか？

提 出 対 象

５月 ６月 ７月
５月３１日までに資格を取得した被保険者で７月１日現在在職中の方

７月１日以降に退職（資格喪失日７月２日以降）する方

休職（育児休業・介護休業含む）中、欠勤中、海外勤務中の方

６月１日以降に資格を取得した方

６月３０日以前に退職（資格喪失日７月１日以前）した方
提出対象外

平成２５年７月１日から７月１０日までに日本年金機構秋田事務センターに送付してください。

算定基礎届調査にご協力ください
　年金事務所では、算定基礎届の提出に合わせ、対面による届出の確認調査を行っております。対象となる事業所様へはご案内
いたしますので、賃金台帳や出勤簿などを持参くださるようお願いいたします。

詳細につきましては管轄の年金事務所（厚生年金適用担当）までお問い合わせください。
秋田年金事務所 018(865)2392　鷹巣年金事務所 0186(62)1491　大曲年金事務所 0187(63)2296　本荘年金事務所 0184(24)1112

　平成２５年７月１日現在の全ての被保険者が対象となります。
　ただし、以下の①～③のいずれかに該当する方は対象外です。
　　①６月１日以降に資格取得した方（資格取得時に決定した報酬が平成２６年８月まで適用されるため）
　　②６月３０日以前に退職した方（７月１日以前に資格喪失した方）
　　③７月改定の月額変更届を提出する方
　　　・算定基礎届を届出用紙で提出する場合は備考欄に「７月月変」と記入してください。
　　　・算定基礎届を電子申請で提出する場合は７月改定の対象者を除いて作成してください。
　なお、送付している届出用紙やターンアラウンドＣＤの内容は、平成２５年５月１７日（金）までに届出および処理が完了した記録
に基づいています。それ以降のお届けに係る方については、適宜加筆・修正をお願いします。

注意すべき点はありますか？
【支払基礎日数】
　支払基礎日数が１７日未満の月は標準報酬月額計算の対象から除かれます。４月・５月・６月のいずれも支払基礎日数が１７日未
満の場合には、保険者算定として取り扱いが異なりますのでご注意ください。
【現物給与】
　食事・住宅は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して記載します。それ以外は原則実際にかかった費用を時価と
して記載します。なお、備考欄には「食事（昼）」などと内容を記載してください。
【７０歳以上の方の届出】
　以下の①～③の全てに該当する方は、「７０歳以上被用者算定基礎届」も併せてご提出ください。
　※健康保険の資格を喪失した７５歳以上の方や、健康保険組合に加入されている場合も「７０歳以上被用者算定基礎届」が必要
　　ですのでご注意ください。
　①昭和１２年４月２日以降生まれの７０歳以上の方
　②過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方
　③事業所に常時使用されている方

算定基礎届は７月１０日までにご提出ください
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「わたしと年金」をテーマとしたエッセイを募集します

-募集要項-
【テーマ】
　　応募者ご自身や、ご家族などの身近な方と公的年金制
　度との関わりについて、「わたしと年金」をテーマにし
　たエッセイ
　※公的年金の大切さ、公的年金との関わり、または社会
　保障としての公的年金の意義などに関するエピソードな
　ど何でも結構です。
【応募資格】
　一般、学生・生徒（中学生以上）
【応募要領】
　①郵送または電子メールで、日本年金機構「わたしと年
　　金」担当あてご提出ください。
　　・日本語で1,000 ～2,000 文字以内とし、400字
　　　詰め原稿用紙の場合は3枚から5枚、word文書形式
　　　による場合は、原稿横書き（A４判、４０字×３５
　　　行）としてください。
　　・氏名、ふりがな、年齢、性別、住所、電話番号、職
　　　業または所属（会社名、学校名等）を明記してくだ
　　　さい。
　②内容は未発表のものに限ります。
【応募締切】
　平成25 年9月20 日（金）
　（当日消印有効）
　※ 電子メールによる提出は、当日午後6時まで。

【提出先・お問い合わせ先】
　〒168 -8505　東京都杉並区高井戸西3-5-24
　日本年金機構サービス推進部サービス推進グループ
　「わたしと年金」担当まで
　電話：03-5344 -1100
　※電子メールアドレス
　　watashito -nenkin@nenkin.go.jp
【賞】
　最優秀賞「日本年金機構理事長賞」　１名
　優秀賞　　　　　　　　　　　　　　２名
　入選　　　　　　　　　　　　　　若干名
　受賞者に対しましては、表彰状の授与並びに記念品を贈
　呈いたします。
【発表等】
　・日本年金機構ホームページに掲載します。また、最優
　　秀賞をはじめとする優秀作品につきましては全文を掲
　　載します。（１１月下旬予定）その他、日本年金機構
　　が発行する刊行物への掲載等を行う予定です。
　・入賞作の著作権は日本年金機構に帰属いたしますが内
　　容は本人の責任とします。応募作品は返却いたしませ
　　ん。

★ 過去の受賞作品は　日本年金機構ホームページ　からご覧いただけます。　http://ｗｗｗ.nenkin.go.jp

「わたしと年金」

エッセイ募集中
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「国民年金」の加入について

Ｑ 　私は今年で２０歳になる学生ですが、２０歳になる
と国民年金に加入して保険料を支払わなければならな
いのでしょうか？

　　　　国民年金は、やがて訪れる長い老後や、生活の安
　　　定を損なうような「万が一」の事態に備え、保険料を
出し合い、お互いを支え合う制度です。そのため、日本にお
住まいの２０歳以上６０歳未満のすべての方は、国民年金
に加入して保険料を納付することが法律で義務付けられて
います。
　納付が困難な方には…
　平成25年度の国民年金保険料（定額）は、月額15,040
円ですが、保険料を納めていただくことが困難な場合に
は、国民年金保険料の免除制度があります。
　学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。申請の
際には申請書に学生証の写し、または在学証明書の原本を
添付してください。申請が承認されると、保険料の納付が猶
予されます。本人の前年の所得が一定額以下であれば、世
帯主の前年の所得にかかわらず承認さ
れます。
　承認を受けた期間は、将来の年金受
給資格期間としては参入されますが、受
け取る年金額には反映されません。ただ
し、最大10年以内であれば、後から保
険料を納めて将来もらえる年金額を増
やすことができます。納付をご希望され

る場合には年金事務所へお申し込みください（納付する期
間によっては加算額が上乗せされます）。
　国民年金のメリット
　国民年金の老齢基礎年金は生きている限り年金が受け
取れる一生涯の保障です。老齢基礎年金は2分の1が税金
で賄われているため、支払った保険料を上回る給付を受け
ることができる計算となっています。
　また、加入者がケガや病気により障害が残ったときは障
害基礎年金、亡くなられたときにはその遺族に遺族基礎年
金が支給されます。
　ただし、保険料を未納のまま放置すると、老齢基礎年金
や、いざという時に障害基礎年金、遺族基礎年金を受ける
ことができなくなる場合があります。保険料を納めるか、学
生納付特例を必ず申請してください。

Ａ

○障害基礎年金および遺族基礎年金の
　受給資格期間に入ります。
　※障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取
　　るためには一定の要件があります。

○将来受ける老齢基礎年金の受給資格
　期間に入ります。
　※老齢基礎年金の年金額には計算されません。

納　付

学生納付特例期間の取扱いについて
未　納学生納付特例

受給資格期間

○
入ります

○
入ります

○
されます

○
入ります

○
入ります

×
されません

×
入りません

×
入りません

×
されません

障害基礎年金
遺族基礎年金

（受給資格期間）

年金額に計算

老
齢
基
礎
年
金
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第 147回　タバコとお口の健康についてご存知ですか？

★ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

　タバコには三大有害物質（ニコチン、タール、一酸化炭素）をはじめとして、4000種類以上の化学物質、
200種類以上の有害物質、50種類以上の発がん性物質が含まれています。喫煙は歯周組織（骨や歯肉）を激
しく破壊し、喫煙者は非喫煙者に比べ、2～8倍で歯周病にかかりやすくなります。

　歯周病は、歯についた歯垢（プラーク）の中の歯周病の菌が原因でおこりますが、歯周病を発症・進行させるも
う一つの大きな要因に生活習慣があげられます。とくに喫煙習慣は、歯周病と深い関係にあります。

　楽しく充実した食生活を送り続けるためにも、80歳まで20本の歯を維持することが目標とされております。
定期的な歯科検診と毎日の歯磨きの徹底を心がけましょう。
　今の状態をチェックシートで確認してみましょう。

平成25年７月 平成25年８月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

日 月 火 水 木 金 土
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5

12

19

26

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

定期的な歯科検診をおすすめします

歯を失う主な原因

資料：8020推進財団「永久歯の抜歯原因調査報告書」

無回答 0.10%
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矯正 1.20%

無効 0.60%

破折
11.40%

その他
12.60%

歯周病
41.8%

むし歯
32.4%

資料：NHANESⅢ：Tomaer＆Asma、２０００

※資料：日本歯科医師会

1日あたりの喫煙本数と歯周病の関係

歯をみがくと歯ブラシに血がつく
歯ぐきがはれている
冷たい水を飲むと、歯や歯ぐきがしみて痛い
口臭が気になる
歯がグラグラする、噛みにくい
歯と歯の間に食片がよくはさまる
歯が以前より長くなったようにみえる
朝起きた時に、口の中にネバつきがある
歯ぐきを押すとうみがでる
歯ぐきの周りにプラークや歯石がついている
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まずは安心。でも油断は
禁物。毎日きちんと歯を
磨きましょう。

あなたの点数は… 点

0～5点

６～20点

21～40点
要注意。歯科医院でチェ
ックしてもらう必要があ
ります。

もしかして歯周病かも？
鏡でチェックしましょう。

歯周病はタバコ病の一つ
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